
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
控
除
対
象
揮
発
油
に
係
る
エ
タ
ノ
ー
ル
の
数
量
に
相
当
す
る
数
量
の
算
出
）

第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
七
条

令
第
七
十
四
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
数

値
は
、
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
控
除
対
象
揮
発
油
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
控
除

対
象
揮
発
油
を
い
う
。
）
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
数
値
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
百
分
の
〇
・

七
と
す
る
。

一

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
又
は
カ
ー
ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
エ
タ
ノ
ー
ル
（
そ
れ
ぞ
れ
租
税

特
別
措
置
法
第
八
十
八
条
の
七
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
バ
イ
オ
エ

タ
ノ
ー
ル
又
は
カ
ー
ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
エ
タ
ノ
ー
ル
を
い
う
。
次
条
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
混
和
さ
れ
た
も
の

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
条
第
九
項
に
規
定
す

る
数
値

二

エ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
八
条
の

七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
エ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
混
和
さ
れ
た
も
の

揮
発

油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
試
験

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
エ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

の
数
値
に
〇
・
四
二
三
七
を
乗
じ
て
得
た
数
値

（
課
税
対
象
揮
発
油
に
係
る
エ
タ
ノ
ー
ル
の
数
量
に
相
当
す
る
数
量
の
算
出
）

第
十
八
条

令
第
七
十
四
条
の
二
第
二
十
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

数
値
は
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
課
税
対
象
揮
発
油
（
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す

る
課
税
対
象
揮
発
油
を
い
う
。
）
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
数
値
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
百
分

の
〇
・
七
と
す
る
。

一

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
又
は
カ
ー
ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
エ
タ
ノ
ー
ル
が
混
和
さ
れ
た
も

の

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
九
項
に
規
定

す
る
数
値

二

エ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
が
混
和
さ
れ
た
も
の

揮
発
油
等
の

1



品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
試
験
方
法
に

よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
エ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
の
数
値

に
〇
・
四
二
三
七
を
乗
じ
て
得
た
数
値

（
控
除
対
象
揮
発
油
の
数
量
を
証
す
る
書
類
等
の
作
成
方
法
）

第
十
九
条

令
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
揮
発
油
所
持
販
売
業
者

等
は
、
同
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
揮
発
油
の
数
量
を
証
す
る
書
類
と
同
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
届
出
書
を
複
写
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

２

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
財
務
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
六
条

削
除

第
十
六
条
の
二
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
（
同
条
第
四
項
の
承
認
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
」
及
び

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
（
同
条
第
四
項
の
承
認
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
」
及
び

「
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
」
を
削
り
、
同

「
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
」
を
削
り
、
同

条
第
三
項
を
削
る
。

条
第
三
項
を
削
る
。
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